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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第165期及び第166期第１四半期連結累計期間並びに第165期においては、潜在株式がないため潜在株式調整

後１株当たり四半期(当期)純利益金額は記載しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第165期

第１四半期 
連結累計期間

第166期
第１四半期 
連結累計期間

第165期

会計期間
自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日

自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日

自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

売上高 (百万円) 9,937 9,366 39,561 

経常利益 (百万円) 536 460 2,160 

四半期(当期)純利益 (百万円) 353 317 2,180 

四半期包括利益又は 
包括利益 

(百万円) 480 289 2,972 

純資産額 (百万円) 15,965 18,651 18,450 

総資産額 (百万円) 61,995 63,882 62,571 

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円) 31.29 28.17 193.30 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 25.11 28.56 28.83 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子

会社)が判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間に於ける我が国経済は、東日本大震災の復興需要に加えて、政策減税など

の効果により個人消費が堅調に推移したことなどで、景気は復調の兆しを見せております。 

 一方で欧州経済の不安定要因や円高の長期化、電力供給や電気料金への懸念もあり、景気の先行きは

依然として不透明な状況にあります。 

 このような経済情勢下において、当社グループの業績はほぼ計画通りに推移しておりますが、今期に

おいては、企業認知度の向上を主眼においた広告宣伝を集中的に実施いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ571百万円減少し、9,366百万

円（前年同四半期比5.8％減）となりました。 

 売上総利益は、2百万円減少し、2,538百万円（同0.1％減）となり、営業利益は、162百万円減少し、

491百万円（同24.8％減）となり、経常利益は、76百万円減少し、460百万円（同14.3％減）となり、 

四半期純利益は、35百万円減少し、317百万円（同10.0％減）となりました。  

 セグメントの状況につきましては以下の通りであります。 

 なお、営業利益は、セグメント間の内部取引による損益を振替消去した後の金額であり、セグメント

利益(セグメント情報)は、これを振替消去する前の金額であります。 

① コラーゲン・ケーシング事業 

コラーゲン・ケーシングは、天然腸の供給不足により国内部門は順調に推移し、輸出部門は国内売

上の伸長分の調整として出荷制限を行いました。一方、原料や燃料価格の上昇などにより製造コスト

は上昇いたしました。 

 この結果、売上高は、2,224百万円(前年同期比6.7％増)、営業利益は、525百万円(同0.8％増)、セ

グメント利益は、344百万円(同3.0％減)となりました。 

② ゼラチン関連事業 

ゼラチン、ペプタイド共に売上高は、昨年の東日本大震災直後の需要増からの反動減がみられたも

のの、損益面では輸入原料などに円高効果がみられました。 

 この結果、売上高は、1,951百万円(同7.1％減)、営業利益及びセグメント利益は、259百万円(同

16.6％増)となりました。 

③ 化粧品関連事業 

コラーゲン化粧品は、売上高は、化粧品、健康食品共にほぼ横ばいとなりましたが、ＴＶコマーシ

ャルを含め、積極的な広告活動により新規顧客の開拓を進めております。これにより、販売費が大幅

に増加しております。 

 この結果、売上高は、1,123百万円(同0.1％減)、営業損失は、89百万円(前年同四半期は営業利益

154百万円)、セグメント損失は、114百万円(前年同四半期はセグメント利益134百万円)となりまし

た。 

④ 皮革関連事業 

自動車用革及び婦人靴用革は、ほぼ横ばいとなりましたが、紳士靴の卸売及び原皮などの原材料の

取扱高が減少いたしました。 

 この結果、売上高は、2,129百万円(同18.5％減)、営業利益は、49百万円(同42.3％減)、セグメン

ト利益は、38百万円(同48.3％減)となりました。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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⑤ 賃貸・不動産事業 

賃貸・不動産部門は、再開発を進めている東京都足立区及び大阪市浪速区の土地で引き続き暫定事

業として賃貸事業を継続しております。 

 この結果、売上高は、97百万円(前年同期比17.4％減)、営業利益は、39百万円(同30.4％減)、セグ

メント利益は、259百万円(同0.9％増)となりました。 

⑥ 食品その他事業 

有機農産物、肥料、リンカー、ＢＳＥ検査キット、イタリア食材、化成品、共にほぼ横ばいに推移

し、一部の輸入販売においては円高の影響もあり増益となりました。 

 この結果、売上高は、1,839百万円(前年同期比3.0％減)、営業利益は、77百万円(同11.7％増)、セ

グメント利益は、75百万円(同12.8％増)となりました。 

     

(2) 財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は63,882百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,311百万円

の増加となりました。 

① 資産の部 

流動資産は、現金及び預金、商品及び製品の増加などにより、前連結会計年度末と比べ1,030百万

円増加し、20,154百万円となりました。 

固定資産は、東京都足立区の土地再開発などにより、有形固定資産が215百万円、無形固定資産が

28百万円、投資その他の資産が40百万円増加しました。これにより、前連結会計年度末と比べて283

百万円増加し、43,688百万円となりました。 

② 負債の部 

流動負債は、支払手形及び買掛金、賞与引当金などが減少しましたが、その他負債のうち未払金、

未払広告費の増加などにより前連結会計年度末と比べ915百万円増加し、22,274百万円となりまし

た。  

固定負債は、長期未払金などが減少しましたが、長期借入金などが増加したことにより、前連結会

計年度末と比べ195百万円増加し、22,957百万円となりました。 

③ 純資産の部 

純資産は、繰延ヘッジ損益、その他有価証券評価差額金、少数株主持分が減少しましたが、利益剰

余金、為替換算調整勘定が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ200百万円増加し、18,651

百万円となりました。 

  
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事実上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針（以下「会社の支配

に関する基本プラン」といいます。）を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲

げる事項）は次のとおりであります。 

  
① 会社の支配に関する基本プランの内容 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念をはじめ当社の財務基盤

や事業内容等の企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えて

おります。 

一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社の株主の在り方は、市場での自由な取引を通じ

て決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場合に、これに応じるか否かの判

断も最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。 

 しかしながら、株式の大量買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主

共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要す

るおそれのあるもの、対象会社の株主や取締役会が買付行為や買付提案の内容等について検討し、ある

いは対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのな

いもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適

当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する

意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

 当社は、上記の例を含め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある大量買付等

を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
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② 会社の支配に関する基本プランの実現に資する特別な取組み 

当社は、1907年（明治40年）に皮革生産の国産化を促進し、皮革の国内自給体制の確保を目的に設立

され、皮革産業を通じて経済の進展と国民生活の向上に寄与してまいりました。 

 当社は、「確かな技術を基に、『お客さまのニーズ』に合致する高品質の製品を提供し、『顧客満足

度』を高めること」を通じて、企業の存在価値と企業価値の向上に継続的に取り組み、社会的貢献と企

業の利益創出の同時実現を目指して、社会の信頼を確保することを経営理念としております。「企業価

値の向上」を実現するため、永年にわたり差別性の高い高付加価値商品の研究開発と製品化に経営資源

を重点投入しており、その結果は、コラーゲン・ケーシング、コラーゲン化粧品、医薬用コラーゲン・

ペプチド等々として、当社事業の根幹を形成するに至っております。また、この経営のベースとなった

のは長い期間をかけて築きあげてきたお客様始め取引先等のステークホルダーとの密接な信頼関係であ

り、その維持・向上が今後とも大切であると考えております。当社は今後とも、「品質」にこだわり、

ステークホルダーの皆様と共に歩むという一貫した思想のもと、当社の強みであるバイオマトリックス

研究をさらに深耕させ、様々な高機能商品の開発を推進することで、事業領域の拡大と高収益体質化を

図り、企業価値の最大化を目指してまいります。 

  
③ 会社の支配に関する基本プランに照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が

支配されることを防止する取組みの概要 

当社は会社の支配に関する基本プランに照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の

決定が支配されることを防止する取組みとして「当社株式の大量買付行為に関する対応策」（以下「本

プラン」といいます。）を導入しております。 

その概要は以下の通りです。 

ａ．本プラン導入の目的 

 本プランは、会社の支配に関する基本プランに照らして不適切な者によって当社の財務および事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものです。 

ｂ．本プランの対象となる当社株式の買付 

 本プランの対象となる大量買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的

とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当

社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大量買付者といいます。 

ｃ．特別委員会の設置 

 本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客

観性・合理性を担保するため、特別委員会規程に基づき、特別委員会を設置いたします。特別委員会

の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社

外取締役、社外監査役または社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。 

ｄ．大量買付ルールの概要 

（ⅰ）大量買付者による当社に対する意向表明書・必要情報の提出 

 大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、大量買付行為または大量買付行為の提案に

先立ち、大量買付ルールに従う旨の誓約を含む大量買付の内容等を記載した意向表明書を、当社の

定める書式により当社取締役会に提出していただき、当社取締役会は、意向表明書を受領した日か

ら10営業日以内に、大量買付者に対して、大量買付行為に関する情報（以下「必要情報」といいま

す。）として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面（以下「必要情報リスト」

といいます。）を交付し、大量買付者には、必要情報リストに従い、必要情報を当社取締役会に書

面にて提出していただきます。 

（ⅱ）当社取締役会による必要情報の評価・検討等 

 当社取締役会は、大量買付者が当社取締役会に対し必要情報の提出を完了した後、対価を現金

（円貨）のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間またはその他の大量買付

行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための

期間として設定し、提供された必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重

にとりまとめ公表いたします。 

（ⅲ）取締役会の決議および株主総会の開催 

 当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討し

たうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。

また、当社取締役会は、特別委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株

主総会の開催を要請する場合には、当社株主総会を開催する場合があります。 
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（ⅳ）大量買付行為待機期間 

 大量株主検討期間を設けない場合は、取締役会評価期間終了までを、また株主検討期間を設ける

場合には取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間の終了までを大量買付行為待機期間とし

ます。そして大量買付行為待機期間においては、公開買付の開始を含む大量買付行為は実施できな

いものとします。 

 従って、大量買付行為は、大量買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。 

（ⅴ）大量買付行為が実施された場合の対応 

 大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合には、仮に当社取締役会が当該大量買付行為に反対

であったとしても、当該大量買付行為についての反対意見を表明したり、代替案を提示することに

より、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大量買付行為に対する対抗措置は講じませ

ん。 

 ただし、大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にか

かわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新

株予約権の無償割当等、法令等及び当社定款が認める対抗措置を講じることにより大量買付行為に

対抗する場合があります。 

ｅ．本プランの有効期限等 

 本プランの有効期限は、平成27年６月に開催される当社定時株主総会終結の時までとなっておりま

す。ただし、本プランは、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランを

廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 

 なお、本プランの詳細につきましては、当社インターネットホームページにその開示資料を掲載し

ておりますのでご参照ください（http://www.nippi-inc.co.jp/）。 

  
④ 本プランの合理性について （本プランが会社の支配に関する基本プランに沿い、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについ

て） 

本プランは、大量買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が提案する

ために必要かつ十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる

ための取組みであり、まさに会社の支配に関する基本プランに沿うものであります。 

 また、本プランは、ａ．買収防衛策に関する指針の要件を充足していることおよび経済産業省に設置

された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在

り方」の内容を踏まえたものになっていること、ｂ．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入

されていること、ｃ．株主総会での承認により発効しており、株主意思を反映するものであること、

ｄ．独立性の高い社外者のみから構成される特別委員会の勧告を最大限尊重するものであること、ｅ．

デッドハンド型およびスローハンド型の買収防衛策ではないこと等、会社の支配に関する基本プランに

沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと考えております。 

  

(4) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、35百万円であります。なお、当第１四半期連結累

計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

(5) 主要な設備 

前連結会計年度において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等につい

て当第１四半期連結累計期間に著しい変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000 

計 48,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000 
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ 
(スタンダード) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式で単元
株式数は1,000株であります。

計 12,000,000 12,000,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成24年６月30日 ─ 12,000 ─ 3,500 ─ 282 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成24年６月30日現在 

 
(注) １ 「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式967株が含まれております。 

２ 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。 

  

② 【自己株式等】 

平成24年６月30日現在 

 
  

該当事項はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─ 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─ 

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─ 

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 

    48,000 
― ─ 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

11,862,000 
11,862 ─ 

単元未満株式 
普通株式 

90,000 
― ─ 

発行済株式総数 12,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 11,862 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

株式会社ニッピ 
（自己保有株式）

足立区千住緑町１-１-１ 48,000 ─ 48,000 0.40 

計 ― 48,000 ─ 48,000 0.40 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１

日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、藍監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,173 5,052

受取手形及び売掛金 ※2, ※4  8,175 ※2, ※4  8,082

商品及び製品 4,361 4,528

仕掛品 997 993

原材料及び貯蔵品 317 358

未収還付法人税等 3 4

未収消費税等 67 132

繰延税金資産 708 682

その他 365 368

貸倒引当金 △46 △48

流動資産合計 19,123 20,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,424 7,434

機械装置及び運搬具（純額） 704 678

土地 24,847 24,847

建設仮勘定 6,136 6,355

リース資産（純額） 147 139

その他（純額） 116 137

有形固定資産合計 39,377 39,592

無形固定資産   

リース資産 67 61

その他 101 135

無形固定資産合計 168 197

投資その他の資産   

投資有価証券 3,209 3,286

長期貸付金 273 268

繰延税金資産 20 13

破産更生債権等 1,414 1,386

その他 479 445

投資損失引当金 △39 △53

貸倒引当金 △1,498 △1,447

投資その他の資産合計 3,858 3,898

固定資産合計 43,405 43,688

繰延資産 42 39

資産合計 62,571 63,882
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※4  7,713 ※4  7,463

短期借入金 ※3  10,243 ※3  10,263

1年内償還予定の社債 485 485

リース債務 69 70

未払法人税等 195 110

未払消費税等 72 137

賞与引当金 401 200

役員賞与引当金 64 31

その他 2,112 3,511

流動負債合計 21,359 22,274

固定負債   

社債 1,460 1,510

長期借入金 10,793 11,034

リース債務 155 140

退職給付引当金 1,725 1,680

役員退職慰労引当金 403 413

長期未払金 2,161 2,099

再評価に係る繰延税金負債 4,773 4,773

繰延税金負債 914 930

資産除去債務 5 5

その他 370 370

固定負債合計 22,762 22,957

負債合計 44,121 45,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500 3,500

資本剰余金 1,153 1,153

利益剰余金 5,434 5,669

自己株式 △225 △225

株主資本合計 9,862 10,096

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △100 △114

繰延ヘッジ損益 3 △43

土地再評価差額金 8,348 8,348

為替換算調整勘定 △75 △40

その他の包括利益累計額合計 8,175 8,149

少数株主持分 412 405

純資産合計 18,450 18,651

負債純資産合計 62,571 63,882
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,937 9,366

売上原価 7,396 6,827

売上総利益 2,541 2,538

販売費及び一般管理費 1,887 2,046

営業利益 654 491

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 25 19

持分法による投資利益 32 116

その他 9 10

営業外収益合計 68 148

営業外費用   

支払利息 147 129

手形売却損 8 8

為替差損 17 24

その他 12 16

営業外費用合計 186 179

経常利益 536 460

特別利益   

工場誘致奨励金 － 69

特別利益合計 － 69

特別損失   

固定資産除却損 ※1  1 ※1  3

投資有価証券売却損 0 0

投資有価証券評価損 78 －

貸倒引当金繰入額 3 －

投資損失引当金繰入額 2 13

役員退職慰労金 9 －

災害による損失 ※2  31 －

その他 － 0

特別損失合計 126 18

税金等調整前四半期純利益 410 511

法人税、住民税及び事業税 86 94

法人税等調整額 △44 88

法人税等合計 42 182

少数株主損益調整前四半期純利益 367 328

少数株主利益 14 10

四半期純利益 353 317
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 367 328

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 52 △7

繰延ヘッジ損益 △5 △60

為替換算調整勘定 24 34

持分法適用会社に対する持分相当額 42 △6

その他の包括利益合計 112 △39

四半期包括利益 480 289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 466 291

少数株主に係る四半期包括利益 13 △2
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【継続企業の前提に関する事項】 

該当事項はありません。 

  

【会計方針の変更等】 

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  １  偶発債務 

  連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 
  
※２  手形割引高及び裏書譲渡高 

 
  
※３  コミットメントライン契約 

  運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行と短期コミットメントライ

ンの設定契約を締結しております。 

  当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりで

す。 

 
  
※４ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末

残高に含まれております。 

 
  

(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 
当第１四半期連結累計期間

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる影響は軽微であります。 

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

㈱ボーグ 44百万円 42百万円

日皮(上海)貿易有限公司 123  〃 130  〃 

従業員 1  〃 1  〃 

計 169  〃 175  〃 

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

受取手形割引高 638百万円 669百万円

受取手形裏書譲渡高 407  〃 403  〃 

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

コミットメントラインの総額 5,400百万円 5,400百万円

借入実行残高 ― 〃 ―  〃 

差引額 5,400  〃 5,400  〃 

 
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

受取手形 238百万円 275百万円

支払手形 146  〃 143  〃 
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(四半期連結損益計算書関係) 

※１  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 
  
※２  災害による損失の内容は、次のとおりであります。 

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。 

 
  

(株主資本等関係) 

前第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

１ 配当金支払額 

 
  
２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  
３ 株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

１ 配当金支払額 

 
  
２ 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  
３ 株主資本の著しい変動 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

建物及び構築物 1百万円 3百万円

その他 0  〃 0  〃 

計 1  〃 3  〃 

 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

東日本大震災災害義援金 31百万円 ―百万円

 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

減価償却費 235百万円 227百万円

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 83 ７ 平成23年３月31日 平成23年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 83 ７ 平成24年３月31日 平成24年６月27日
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額の区分は報告セグメントに含まれない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
２．報告セグメントごとの資産に関する情報 

前連結会計年度の末日に比して、当第１四半期連結累計期間の報告セグメントごとの資産の金額が著し
く変動しております。その概要は以下のとおりです。 

  
（コラーゲン・ケーシング事業） 
当第１四半期連結会計期間より、開業した日皮胶原蛋白(唐山)有限公司を連結の範囲に含めておりま

す。これにより当第１四半期連結会計期間末の有形固定資産及び無形固定資産は、970百万円増加してお
ります。 

  
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額の区分は報告セグメントに含まれない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
２．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴
い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後
の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税
法に基づく方法に変更しております。 
 なお、当該変更による影響額は軽微であります。 

  

    (単位：百万円)

 報告セグメント
調整額 
(注)

四半期
連結損益
計算書 
計上額

 
コラーゲ

ン・ケーシ

ング事業

ゼラチン 
関連事業

化粧品
関連事業

皮革
関連事業

賃貸・不
動産事業

食品その
他事業

計

売上高     

外部顧客への売上高 2,085 2,102 1,123 2,611 118 1,896 9,937 ― 9,937 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 2 ― ─ ─ 370 ─ 373 △373 ―

計 2,088 2,102 1,123 2,611 489 1,896 10,310 △373 9,937 

セグメント利益 355 222 134 74 256 66 1,111 △457 654 

    (単位：百万円)

 報告セグメント
調整額 
(注)

四半期
連結損益
計算書 
計上額

 
コラーゲ

ン・ケーシ

ング事業

ゼラチン 
関連事業

化粧品
関連事業

皮革
関連事業

賃貸・不
動産事業

食品その
他事業

計

売上高     

外部顧客への売上高 2,224 1,951 1,123 2,129 97 1,839 9,366 ― 9,366 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 2 ― ─ ─ 388 ─ 390 △390 ―

計 2,226 1,951 1,123 2,129 486 1,839 9,756 △390 9,366 

セグメント利益 
又は損失（△） 344 259 △114 38 259 75 863 △371 491 
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(金融商品関係) 

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

(有価証券関係) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

項目 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 31.29円 28.17円

(算定上の基礎) 

四半期純利益金額(百万円) 353 317 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 353 317 

普通株式の期中平均株式数(株) 11,282,801 11,281,715 
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該当事項はありません。 

  

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成24年８月10日

 株式会社 ニッピ 

 取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ニッピの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッピ及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

藍監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小 林 恒 男    ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小 林 新太郎    ㊞ 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 





 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年８月10日 

【会社名】 株式会社ニッピ 

【英訳名】 Nippi,Incorporated 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  伊 藤 隆 男 

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役  石 井 英 文 

【本店の所在の場所】 東京都足立区千住緑町１丁目１番地１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 



当社代表取締役社長伊藤隆男及び当社最高財務責任者・常務取締役石井英文は、当社の第166期第１四

半期(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基

づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


